
議会全員協議会資料【交通防犯課】  

 

 

 

古河市自転車用ヘルメット購入費助成事業について  

        

 

改正道路交通法が本年４月に施行され、すべての自転車利用者のヘ

ルメット着用が努力義務化されたことを踏まえ、ヘルメット購入費の

一部を助成することにより、ヘルメット着用を促進し、自転車に係る

交通事故による被害の軽減に資することを目的とします。  

 

 

１  対象者  

（１）市内在住の満１８歳以下の者（満１８歳に達する日以後の  

最初の３月３１日までの間にある者）  

（２）市内在住の満６５歳以上の者  

 

２  対象となるヘルメット  

  「ＳＧマーク」「ＪＣＦマーク」「ＣＥマーク」「ＧＳマーク」な

ど安全基準に適合する認証を受けた新品の自転車用ヘルメット  

 

３  助成金額  

  ヘルメット購入費の２分の１相当額  

 ※上限 2,000 円（ 100 円未満切捨て）  

 

４  今年度の予算額（要求額）  

  １００万円（５００件相当分）  

  ※令和５年第３回定例会補正予算に計上予定  

 

５  実施開始時期  

  令和５年１０月購入分から助成対象  


